
規 
 

則 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

 
 

八 

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国

人
に
対
す
る
被
保
護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

 
 

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
六
条 

削
除 

 
 

第
十
六
条
中
「
当
該
申
請
を
行
う
者
」
を
「
当
該
生
徒
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
号
中
「
及
び
第
二
十
条
」
を
「
及
び
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同

号
ワ
と
し
、
同
号
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

ヲ 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
号
の
求
職

者
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
（
知
事
が
行
う
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
情
報 

 
 

第
十
八
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
ヲ
ま
で
」
を
「
ワ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
九
号
及
び
第
二
十
四
号
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

三
十
三 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
高
等
学
校
等
就
学
支

援
金
（
同
法
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第
三
号

に
お
い
て
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
生
活
保

護
実
施
関
係
情
報 

 
 

三
十
四 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に

係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報 

 
 

第
二
十
条
第
一
号
中
「
療
育
手
帳
」
の
下
に
「
（
知
的
障
害
者
（
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を



含
む
。
）
に
対
し
て
交
付
す
る
手
帳
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
障
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
項
の
記

載
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
中
「
当
該
申
請
を
行
う
者
」
を
「
当
該
生
徒
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格

の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
を
行
う
者
の

保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報 

 
 

四 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報 

第
二
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
六
条 

条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。 

 
 

一 

肝
炎
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

肝
炎
患
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
肝
炎
患
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
肝
炎
治

療
の
た
め
の
医
療
費
助
成
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
肝
炎
治
療
医
療
費
助
成
」
と
い
う
。
）

に
係
る
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務 

 
 

二 

肝
炎
患
者
等
に
対
す
る
肝
炎
治
療
医
療
費
助
成
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

三 

肝
炎
患
者
等
に
対
す
る
肝
炎
治
療
医
療
費
助
成
に
係
る
受
給
者
証
の
交
付
、
再
交
付
又

は
返
還
に
関
す
る
事
務 

 
 

四 

肝
炎
患
者
等
に
対
す
る
肝
炎
治
療
医
療
費
助
成
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

五 

肝
炎
患
者
等
に
対
す
る
肝
炎
検
査
の
た
め
の
検
査
費
用
助
成
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請

求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

第
七
条 

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。 

 
 

一 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
特

別
県
営
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
及
び
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以

下
「
県
営
住
宅
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一



項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の
収
入
の
申
告
の
受
理
、
そ
の
申
告
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
告
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

二 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
七

条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
の
収
入
の
把
握
に
関
す
る
事
務 

 
 

三 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
及

び
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
（
県
営
住
宅
条
例
第
十
六
条
の
二
第
五
項
及
び
県
営

住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
後

段
の
家
賃
、
金
銭
若
し
く
は
敷
金
の
減
免
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

四 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十

一
条
第
一
項
前
段
の
敷
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務 

 
 

五 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
及

び
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
（
県
営
住
宅
条
例
第
十
六
条
の
二
第
五
項
及
び
県
営

住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
後

段
の
家
賃
、
金
銭
若
し
く
は
敷
金
の
徴
収
猶
予
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

六 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
八
条

の
入
居
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込

み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

七 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県

営
住
宅
条
例
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
知
事
の
承
認
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

八 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
四
十
三
条

第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
明
渡

し
の
請
求
に
関
す
る
事
務 

 
 

九 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十

六
条
第
一
項
の
家
賃
の
決
定
又
は
県
営
住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
六
項
の
金
銭
の
徴
収
に
関
す
る
事
務 

 
 

十 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十



五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
期
限
の
延

長
の
申
出
の
受
理
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
出
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務 

 
 

十
一 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三

十
七
条
の
あ
っ
せ
ん
等
に
関
す
る
事
務 

 
 

十
二 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

県
営
住
宅
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
収
入
状
況
の
報
告
の
請
求
等
に
関
す
る
事
務 

 
 

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
又
は
」

を
「
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
又
は
」
に

改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
九
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
「
就
労
自
立
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二

十
四
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
八

条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条 

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

務
と
し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。 

 
 

一 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
七
条
及
び
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
八
条
第
一
項
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
一
項

並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
家
賃
の
決
定
に
関
す
る
事
務 

当
該
決
定
に

係
る
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
二
条
第
一
号
の
特
別
県
営
住
宅
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特

別
県
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報 

 
 

 

イ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項

の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

 
 

 

ロ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一
項
の
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

 
 

 

ハ 

療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

 
 

二 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
及

び
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
（
県
営
住
宅
条
例
第
十
六
条
の
二
第
五
項
及
び
県
営

住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第



七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
後

段
の
家
賃
、
金
銭
又
は
敷
金
の
減
免
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

務 

当
該
申
請
を
し
た
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
前
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情

報
及
び
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

 
 

三 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
及

び
第
二
十
一
条
第
一
項
後
段
並
び
に
特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
十
九
条
（
県
営
住
宅
条
例
第
十
六
条
の
二
第
五
項
及
び
県
営

住
宅
条
例
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
後

段
の
家
賃
、
金
銭
又
は
敷
金
の
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務 

当
該
申
請
を
し
た
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給

関
係
情
報
及
び
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関

係
情
報 

 
 

四 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
八
条

の
入
居
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
込
み
を
し
た

者
又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
、

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
及
び
外
国
人
生
活
保
護

実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

 
 

五 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県

営
住
宅
条
例
第
十
五
条
の
知
事
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務 

当
該
申
請
を
し
た
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
及
び
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
生
活
保
護
実
施

関
係
情
報
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情

報
及
び
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

 
 

六 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県

営
住
宅
条
例
第
十
六
条
の
知
事
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務 

当
該
申
請
に
係
る
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関

係
情
報
及
び
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係

情
報 

 
 

七 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十



五
条
第
一
項
の
明
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
事
務 

当
該
請
求
に
係
る
特
別
県
営
住
宅
の
入

居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報 

 
 

八 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
明
渡
し
に

係
る
期
限
の
延
長
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
出
を

し
た
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
及
び
外
国
人

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

 
 

九 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
三
十

七
条
の
あ
っ
せ
ん
等
に
関
す
る
事
務 

当
該
あ
っ
せ
ん
等
に
係
る
特
別
県
営
住
宅
の
入
居

者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報 

 
 

十 

特
別
県
営
住
宅
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県

営
住
宅
条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
明
渡
し
の
請
求
に
関
す
る
事
務 

当
該

請
求
に
係
る
特
別
県
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
情
報
、
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
及
び

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。 


